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研究要旨 

大阪府においては、平成 22 年度から府内市町村に対して特定健診等の場における禁煙支援の

推進を図るため、大阪府の事業として位置づけ、その実施状況をモニタリングするとともに、指

導者向けのマニュアルや教材を整備して指導者研修を継続的に実施した。その結果、集団特定健

診当日の喫煙者全員に短時間禁煙支援を実施する市町村の割合は、平成 21 年から 25 年度にかけ

て 17.9％から 46.9％と、2.6 倍増加した。一部の喫煙者への禁煙支援の実施を含めると、同期間

に 1.3 倍増加し、平成 25 年度には府内の 7 割にあたる市町村で短時間禁煙支援が実施されてい

た。その効果として、平成 23～24 年ならびに平成 25～26 年において、集団特定健診当日の禁煙

支援が未実施の市町村に比べて、全員または一部の喫煙者に実施している市町村では、健診連続

受診者における喫煙率減少割合が有意に高く、都道府県レベルでの禁煙支援事業の効果が示唆さ

れた。 

 

 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、健康日本 21 の第 2次計画

における自治体等のたばこ対策を推進するた

めの推進方策や支援環境について検討し、そ

の成果をもとに政策提言として取りまとめる

ことである。最終年度は、自治体としての取

り組みとして、受動喫煙と並んで重要な禁煙

支援の推進について、大阪府での取り組みと

その効果について報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

大阪府では、府内市町村における生活習慣

病の発症・重症化予防対策、医療費適正化に

関わる取り組みの推進を図ることをねらいと

して、「行動変容推進事業」を平成 22 年度よ

り開始した。本事業に対する専門的・技術的

支援は、大阪府から委託を受けて大阪がん循

環器病予防センターが担当した。 

本事業は、大阪府内の市町村国民健康保険

に関係する医療費や特定健診等のデータを分

析して、府内市町村（国保）の健康・医療に

係る課題を明らかにするとともに、課題に対

する取り組みを提言し、その実践を支援する

ものである。 

平成 22～23 年度は、モデル事業として 9

市町で先行実施し、平成 24 年度からは、府内

の全市町村に対象を広げた。25 年度は 4年間

の事業の総括として、高血圧対策（高血圧者

への保健指導）、健診等の保健事業の場での禁

煙支援、特定健診の受診率向上、特定保健指

導の実施率向上の 4 テーマについて、市町村

が取り組む事業メニューとして、「汎用性の高

い行動変容プログラム」1)を作成し、その普

及を開始した。汎用性の高い行動変容プログ

ラムには、最低限、標準、充実の 3 種類の事

業案を提示した。 

4 テーマのうち、禁煙支援については、喫

煙する受診者の多くに働きかけが可能な特定

健診当日の短時間支援を中心に、その取り組

みの推進を図った。最低限、標準、充実の 3
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段階に分けた事業案を図１に示した。最低限

の取り組みは、健診当日に全ての喫煙者に短

時間の情報提供･アドバイス（1～2 分程度）

を実施する。標準的な取り組みは、最低限の

取り組みに加え、診察担当医師からの禁煙の

勧め、禁煙希望者に禁煙外来の具体的紹介、

電話フォローアップ 1 回を実施する。充実し

た取り組みは、標準的な取り組みに電話フォ

ローアップの回数を 3 回増やして実施するも

のである。 

本事業を普及するため、市町村に対して、

1) 指導者研修会の開催（平成 20 年度以降、

毎年継続実施）、2) e ラーニングを用いた学

習プログラムの提供（平成 23 年度以降、毎年

継続実施）、3) 事業実施マニュアル等の指導

者用教材の作成・配布（平成 22 年、24 年、

25 年に実施）を行った。指導者研修会は、特

定健診・特定保健指導の制度が始まった平成

20 年度から毎年実施し、平成 26 年度までに

市町村保健指導者が参加できる研修会を 23

回開催した。その内容は、大阪府全体の研修

12 回、市町村・保健所での研修 11 回、参加

者概数は約 2300 名（ただし職域の保健指導者

の参加数を含む）。平成 23 年度からは、日本

禁煙推進医師歯科医師連盟による e ラーニン

グを用いた指導者トレーニングを受講できる

ようにした。e ラーニングについては、平成

23～26年度の4年間に大阪府内の保健医療従

事者 907 名が参加した（修了率は 69.5％）。

そのうち市町村および保健所の保健指導者の

参加は 109 名（同 68.6％）であった。 

指導者用教材の作成・配布については、平

成 22 年に健診当日に喫煙者全員に短時間支

援を行う方法を解説した指導者用のマニュア

ル「脱メタバコ支援マニュアル」、平成 24 年

には、厚生労働省の禁煙支援マニュアル(第二

版)のプロトタイプ（厚労科研研究班作成版）、

指導用の動画や教材（喫煙者用の問診票や情

報提供用のリーフレットなど）を配布した。

指導用の動画については、2 人の症例を設定

して、健診当日の短時間支援の方法のほか、

健診後の面接や電話によるフォローアップの

方法を解説し、指導者が禁煙支援の方法を容

易にイメージできるように工夫した。平成 25

年度には、汎用性の高い行動変容プログラム

の配布、指導用の動画、好事例、ポスター等

の配布を行った。好事例としては、府内の市

町村の先進的な事例を紹介し、実際に用いら

れている教材を CD-ROM の形で府内の市町村

に提供した。 

これらの取り組みの効果を評価するため、

市町村国保における特定健診当日の短時間禁

煙支援の実施状況を平成21年から2年おきに

モニタリングするとともに、市町村国保の特

定健診の受診者データを用いて、健診連続受

診者における喫煙率減少割合と特定健診の場

での全喫煙者への禁煙支援の実施状況との関

連を調べた。短時間禁煙支援の実施状況の割

合として、上述の汎用性の高い行動変容プロ

グラムの「最低限」の取り組みの実施割合を

用いた。医療機関に個別委託している特定健

診については、医療機関ごとの禁煙支援の実

施状況が把握できなかったため、集団健診デ

ータに限って分析を行った。 

（倫理面への配慮） 

大阪府と大阪府国民健康保険団体連合会で

結ばれた協定にもとづき、同連合会にて連結

可能匿名化して提供されたデータ（連結キー

は保有していない）を用いた研究であるので

特に倫理的な問題はない。 

分担研究者の中村が大阪がん循環器病予防

センター（大阪府から行動変容推進事業の専

門的・技術的支援を受託）の特別研究員とし

て解析を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

上記の取り組みの結果、平成 21 年、23 年、

25 年度の大阪府内市町村国保の集団特定健

診において、喫煙者全員を対象として短時間

禁煙支援を実施した市町村の割合は、それぞ
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れ 17.9％、32.1％、46.9％と年々増加した（図

２）。一部の喫煙者に対する禁煙支援を行った

市町村を含めると、それぞれ 53.6％、53.5％、

71.9％であった。 

集団特定健診の場での禁煙支援の実施状況

（喫煙者全員、一部の喫煙者、未実施または

不明）別に、健診連続受診者における喫煙率

減少割合を比較すると、平成 23～24 年の連続

受診者ではそれぞれ 5.3％、3.1％、2.6％で、

禁煙支援を全員に実施している市町村では、

一部の喫煙者ならびに未実施または不明の市

町村に比べて、喫煙率減少割合が有意に高か

った。平成 25～26 年では 4.7％、5.6％、2.6％

であり、禁煙支援を全員または一部の喫煙者

に実施している市町村では、未実施または不

明の市町村に比べて、喫煙率減少割合が有意

に高かった（図３）。 

 

Ｄ．考察 

大阪府においては、平成 22 年度から府内市

町村に対して特定健診等の場における禁煙支

援の推進を図るため、大阪府の事業として位

置づけ、その実施状況をモニタリングすると

ともに、指導者向けのマニュアルや教材を整

備して指導者研修を継続的に実施した。その

結果、集団特定健診当日の喫煙者全員に短時

間禁煙支援を実施する市町村の割合は、平成

21年から25年度にかけて17.9％から46.9％

と、2.6 倍増加した。一部の喫煙者への禁煙

支援の実施を含めると、同期間に 1.3 倍増加

し、平成 25 年度には府内の 7割にあたる市町

村で短時間禁煙支援が実施された。その効果

として、平成 23～24 年ならびに平成 25～26

年において、集団特定健診当日の禁煙支援が

未実施の市町村に比べて、全員または一部の

喫煙者に実施している市町村では、健診連続

受診者における喫煙率減少割合が有意に高く、

都道府県レベルでの禁煙支援事業の効果が示

唆された。 

なお、平成 25～26 年には禁煙支援を全員に

実施している市町村と一部の喫煙者に実施し

ている市町村の間で喫煙率減少割合に差がな

くなった理由として、喫煙者の一部に実施し

ている市町村での禁煙支援のカバー率が取り

組みの年数に応じて増加している可能性のほ

か、全ての喫煙者に実施している市町村では

短時間支援では効果がみられない喫煙者が取

り組みとともに、相対的に増加し、両群にお

ける支援の効果の差を検出しにくくなった可

能性が考えられる。 

本研究において、健診受診者における喫煙

率減少割合との関係を調べた健診当日の短時

間禁煙支援の有効性については、すでに比較

参照群をおいた介入研究で明らかにしている
2)。それによると、6ヵ月後の禁煙率（呼気一

酸化炭素濃度で禁煙したことを客観的に確

認）が約 3倍高かった。介入内容は、上述の

汎用性の高い行動変容プログラムの「最低限」

の取り組みに、診察担当医師の禁煙アドバイ

スを加えたものである。本研究は、この有効

性が確認された方法を事業として大阪府内全

域に普及した場合の効果を調べたものであり、

一般に大阪府内の全市町村に普及した場合に

は効果が薄まって検出しにくくなる。それに

も関わらず、本事業において一定の効果が示

唆されたことは評価に値すると考える。その

理由として、大阪府の事業としての位置づけ、

市町村の実施状況の可視化、複数年にわたる

充実した指導者向けの研修や教材の提供があ

げられる。 

本研究の今後の課題として、第 1に、禁煙

支援の対象者を喫煙者全員、一部、未実施ま

たは不明に分けて喫煙率減少割合との関係を

調べたが、禁煙支援の内容や質は考慮されて

いない。今後、汎用性の高い行動変容プログ

ラムの取り組み内容も含めて、禁煙支援の内

容や質を考慮した評価を検討する必要がある。

また、今回の検討は全体での効果の検討であ

ったが、今後、性年齢階級別、健診の受診状

況別（新規受診と継続受診別）に禁煙支援の
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効果を比較検討することも必要である。第 2

に、大阪府のような都市部において委託割合

が高い個別健診の場での禁煙支援の普及の必

要性があげられる。そのためには、健診を委

託する医師会に対する協力依頼と従事者への

研修や教材の提供が必要である。また、地域

全体としての禁煙率を高めるためには、特定

健診のみならず、特定保健指導、がん検診、

妊娠届出時の保健相談、乳幼児健診など、種々

の保健事業の場での禁煙支援についても普及

を図り、禁煙を希望する喫煙者が気軽に相談

ができるクイットラインを整備することが必

要である。 

本事業は、平成 25 年 4 月に厚生労働省が第

2 期特定健診・特定保健指導における喫煙の

保健指導の強化にあたって、公表した「禁煙

支援マニュアル（第二版）」に準拠した取り組

みを集団特定健診の場で実践した場合の効果

を調べたことになる。今後、先進的に取り組

まれた大阪府において、取り組みが継続され、

保健事業全体への取り組みに発展するととも

に、その経験とノウハウをもとに、他の都道

府県や市町村にも普及することが望まれる。 

 

Ｅ．結論 

大阪府での取り組み事例の分析から、市町

村における禁煙支援事業の効果的な推進を図

るために、都道府県としてどのように取り組

みを行えばよいのかについて、一定の示唆が

得られた。今後の事業の継続・発展と他の都

道府県への普及が期待される。 
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図１．汎用性の高い行動変容プログラム－禁煙支援 
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図２．禁煙支援の実施状況の推移－大阪府内市町村特定健診（集団健診） 

禁煙支援の実施状況の推移
ｰ 大阪府内市町村特定健診（集団健診） ｰ
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（自己点検票を用いたたばこ対策実態調査：大阪府内市町村 平成22年3～5月・平成24年3～4月）
（大阪府行動変容事業「保健事業の場における禁煙支援の取り組みについての調査」：平成26年7月）  

 

図３．禁煙支援の実施状況別にみた喫煙率減少割合－2 年連続受診者を対象とした分析 

禁煙支援の実施状況別にみた喫煙率減少割合
ｰ 2年連続受診者を対象とした分析 ｰ
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